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Ⅵ 中長期事業計画における投資・財政計画
　投資・財政計画（試算）の策定にあたっては、これまでの実績と今後の人口減少を踏まえた水需要

予測に基づき、現行の料金体系により収益を積算するとともに、計画期間内（平成29年度から平成38

年度）において予定している事業、取り組みを基に積算しました。

　水需要が減少する一方で、水道事業と下水道事業においては、施設の老朽化に伴う更新や大規模自

然災害に備えた対策等、多くの費用が必要となり、とりわけ、水道事業においては、事業運営に必要

な財源の確保が厳しい状況が試算されます。

　これらのことから、施設の維持管理費と企業債利息の増嵩を抑制し、投資規模の適正化と平準化を

行うことで、現行の料金体系により、水道事業、工業用水道事業、公共下水道事業、それぞれの会計

において、計画期間中の黒字を維持します。

（１）水道事業における投資・財政計画の積算について（１）水道事業における投資・財財政計画の積算について

水道事業1

ア．給　水　収　益…総合計画で推計される今後の人口減少を見込んだ有収水量、これまでの実績に

基づいた供給単価及び現行の料金体系を基に算出しています。

イ．長期前受金戻入…平成27年度までに取得した資産の長期前受金戻入に、今後の建設改良等に伴い

発生する長期前受金戻入を各年度に加算し算出しています。

　　　　　　　　　

ウ．他会計補助金…山間部など、建設改良費が割高のため資本費が著しく高額となる地域では、水

道料金が高額となる傾向があることから、一般的な水準の水道料金との格差を

抑制するために要する経費等については、総務省が定める繰出基準により、一

般会計補助金として計上しています。

ア．職 員 給 与 費…現在の職員数を維持することを前提として、給料、手当等は現行の水準にて算

定し、退職給付費は平成28年度見込額を基本として算出しています。

※償却資産の取得に伴い交付された補助金、一般会計負担金等については、「長期前受金」
として負債（繰延収益）に計上した上で、償却資産の減価償却に合わせて順次、「長期
前受金戻入」として収益化していくものです。

❶ 収益的収入

❷ 収益的支出
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ア．企 　 業 　 債…各年度の建設改良事業における委託料・工事請負費・補償費に相当する額を企

業債充当事業とし、国庫補助等の財源を除いた事業費に対して平成33年度まで

は50％、平成34年度以降は75％を企業債として充当することとして算出してい

ます。

イ．出 　 資 　 金…簡易水道を統合するために要した経費等については総務省が定める繰出基準に

より、一般会計出資金として計上しています。

　　　　　　　　　

ウ．国 庫 補 助 金…厚生労働省所管の交付金の要件を満たすことから平成29年度から基幹管路の更

新事業を国庫補助の対象として算出しています。

ア．建 設 改 良 費…第２次ビジョンに掲げる主要事業の事業費を基に、固定資産購入費、人件費な

どを反映し算出しています。

イ．企業債償還金…平成27年度までに借り入れた企業債の元金償還額に新規に発行した元金の償還

額（５年据置、30年償還）を各年度に加算し算出しています。

イ．動　　力　　費…直近５ヶ年の１㎥当たりの平均単価×各年度の有収水量として算出しています。

ウ．減 価 償 却 費…平成27年度までに取得した資産の減価償却費に今後の建設改良等に伴い発生す

る減価償却費を各年度に加算し算出しています。

エ．企 業 債 利 息…平成27年度までの既発債の支払利息に新規発行の支払利息（利率1.5％※）

を各年度に加算し算出しています。

※利率については、過去10年間の平均的な数値を用いました。

❸ 資本的収入

❹ 資本的支出

※旧流杉浄水場の改築については、施設の健全性や将来の水需要などを見極めながら、施設の

規模や実施時期等について検討を進める必要があることから、今回の投資・財政計画には反

映していません。
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（３）投資・財政計画における経営指標の推移

●図中の【↑】は高い数値であることが望ましい指標、【↓】は低い数値であることが望ましい指標を示しています。

（３）投資・財政計画における経経営指標の推移
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❶ 経営の健全性・効率性

（経常収益÷経常費用）×100

料金収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理
費や支払利息等の費用が賄われているかをみます。

概　　　　要

営業収益（給水収益）が年々減少していくものの、維持管
理費・減価償却費などの営業費用は引き続き現状の水準
で推移していきます。現行の料金体系においても100％以
上は維持されますが、年々低下していきます。

（当年度未処理欠損金÷
（営業収益－受託工事収益））×100

営業収益に対する累積欠損金の状況をみます。

概　　　　要

毎年の収支は黒字であることから、計画期間内において
累積欠損金は発生しません。

（流動資産÷流動負債）×100

短期的な債務に対する支払能力をみます。

概　　　　要

平成33年度までは資金残額の減少により年々低下してい
くことから、平成34年度より企業債の充当率を50％から
75％に引き上げて資金を確保することにより、徐々に改
善していきます。

（企業債現在高÷給水収益）×100

給水収益に対する企業債残高の割合をみます。

概　　　　要

平成33年度までは企業債の償還額が借入額を上回り債
務残高は年々減少していきます。平成34年度以降は企業
債の発行額が増加することから年々上昇していきます。
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⑧有収率（％）【↑】

（供給単価÷給水原価）×100

給水に要する費用が給水収益によりどの程度回収されて
いるかをみます。

概　　　　要

料金体系を維持することから供給単価は同水準で維持し
ていくものの、費用は引き続き現状の水準で推移するた
め水需要の減少に伴い給水原価は上昇し、料金回収率は
低下していきます。

（経常費用－（受託工事費＋長期前受金戻入））
÷年間総有収水量

有収水量１㎥あたりについて、どれだけの費用がかかる
のかをみます。

概　　　　要

費用は引き続き現状の水準で推移し、水需要の減少に伴
い年間有収水量が減少することから年々上昇していき
ます。

（1日平均配水量÷1日配水能力）×100

施設の利用が有効かつ適切に行なわれているかをみま
す。

概　　　　要

水需要の減少に伴い１日平均配水量は減少していくもの
の、浄水場の配水能力を見直すことにより同程度の水準
を維持していきます。

（年間総有収水量÷年間総配水量）×100

浄水場から配水された水量のうち、料金として徴収され
る水量の割合をみます。

概　　　　要

管路等の資産の老朽化が進むものの漏水頻度の高い老
朽水道管の更新や修繕を積極的に推進することにより、
有収率の向上に継続的に取り組み、現在の水準を維持し
ていきます。
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③管路更新率（％）【↑】

❷ 資産（施設）の健全化

（有形固定資産減価償却累計額÷
有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価）×100

有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度
進んでいるかをみます。

概　　　　要

計画的な管路・基幹施設の更新・改築を実施するものの、
高度経済成長時代に整備・拡充された資産等の老朽化が
進んでいることから、有形固定資産の減価償却が年々上
昇していきます。

（法定耐用年数を経過した管路延長÷管路延長）×100

法定耐用年数を超えた管路延長の割合をみます。

概　　　　要

計画的に配水幹線を中心にした管路の更新を進めてい
きますが、高度成長時代に整備・拡充された管路の老朽
化が進んでいることから、年々上昇していきます。

（当該年度に更新した管路延長÷管路延長）×100

当該年度に更新した管路延長の割合をみます。

概　　　　要

管路更新率は年１％を下回りますが、安定的な給水の確
保とともに災害発生時の被害を最小限に抑えるため優先
的に配水幹線を中心にした更新を進めていきます。
※配水幹線は、基幹管路のため口径が大きくなり投資コストが大きく、小さな口径
の投資コストより投資額に応じた更新率が低くなります。
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（４）総括（４）総括

　水道事業の給水収益については、毎年0.4％～0.7％程度の減少が見込まれます。

　費用面では、減価償却費や施設の維持管理費などの固定的経費が大きな割合を占めていることから、

収益的収支における黒字は、年々減少するものと試算され、平成40年度以降には、赤字に転じること

が懸念されます。

　また、建設改良事業については、投資額の抑制・平準化を図りながらも毎年40億円前後の投資が必

要となり、財源の確保が厳しい状況となります。

　このことから、平成23年度から50％（平成22年度まで90％）に抑制してきた企業債の充当率を平成

34年度からは、75％に上げる必要が生じ、以降の企業債残高は増加傾向となります。

　企業債利息についても、計画期間内においては、これまでの企業債充当率の抑制や第１次ビジョン

の計画期間中に実施した繰上償還などの効果により、減少していくものと試算していますが、平成41

年度以降は増加に転じ、経営を徐々に圧迫していくものと見込まれます。
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（１）工業用水道事業における投資・財政計画について（１）工業用水道事業における投投資・財政計画について

工業用水道事業2

ア．給　水　収　益…現時点で供給している事業者への契約水量を維持していくことを前提に、現行

の料金体系により算出しています。

イ．長期前受金戻入…平成27年度までに取得した償却資産を長期前受金戻入として算出しています。

　　　　　　　

ア．職 員 給 与 費…現在の職員数を維持することを前提として、給料、手当等は現行の水準にて算

定し、退職給付費は平成28年度見込額を基本として算出しています。

イ．動 　 力 　 費…直近５ヶ年の１㎥当たりの平均単価×各年度の有収水量として算出しています。

ウ．減 価 償 却 費…平成27年度までに取得した資産の減価償却費に今後の建設改良等に伴い発生す

る減価償却費を各年度に加算し算出しています。

エ．企 業 債 利 息…平成27年度までに借り入れた企業債の支払利息を基に算出しています。

ア．企 　 業 　 債…企業債の新規発行は見込んでいません

ア．建 設 改 良 費…第２次ビジョンに掲げる主要事業の事業費を基に、固定資産購入費、人件費な

どを反映し算出しています。

※償却資産の取得に伴い交付された補助金、一般会計負担金等については、「長期前受金」
として負債（繰延収益）に計上した上で、償却資産の減価償却に合わせて順次、「長期
前受金戻入」として収益化していくものです。

❶ 収益的収入

❷ 収益的支出

❸ 資本的収入

❹ 資本的支出
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イ．企業債償還金…平成27年度までに借り入れた企業債の元金償還額を基に算出しています。

※管路を含む施設全体の大規模な更新等については、独立採算制を基本とする工業用水道事業

の運営に大きな影響があり、ユーザー企業の理解を得ながら、様々な視点に立って検討を進

めることが必要であることから、今回の投資・財政計画には反映していません。
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❶ 経営の健全性・効率性
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④企業債残高対給水収益比率（％）【↓】

（経常収益÷経常費用）×100

料金収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理
費や支払利息等の費用が賄われているかをみます。

概　　　　要

営業外収益が減少していくことから収益的収入はわずか
に減少していくものの、減価償却費や支払利息が減少し
収益的支出も減少していくことから、年々上昇していき
ます。

（当年度未処理欠損金÷
（営業収益－受託工事収益））×100

営業収益に対する累積欠損金の状況をみます。

概　　　　要

毎年の収支は黒字であることから、計画期間内において
累積欠損金は発生しません。

（流動資産÷流動負債）×100

短期的な債務に対する支払能力をみます。

概　　　　要

企業債の新規発行を抑止することにより企業債残高が減
少し、毎年度の償還額が軽減されることから、上昇してい
きます。

（企業債現在高÷給水収益）×100

給水収益に対する企業債残高の割合をみます。

概　　　　要

企業債の新規発行を抑止することにより企業債残高は
減少し、給水収益は横ばいで推移していくことから、低
下していきます。

（３）投資・財政計画における経営指標の推移

●図中の【↑】は高い数値であることが望ましい指標、【↓】は低い数値であることが望ましい指標を示しています。

（３）投資・財政計画における経経営指標の推移
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⑧有収率（％）【↑】

（供給単価÷給水原価）×100

給水に要する費用が給水収益によりどの程度回収されて
いるかをみます。

概　　　　要

現行の契約水量を維持することから供給単価は同水準で
推移し、減価償却費及び支払利息は減少するため給水原
価は低下し、料金回収率は上昇していきます。

（経常費用－（受託工事費＋長期前受金戻入））
÷年間総有収水量

有収水量１㎥あたりについて、どれだけの費用がかかる
のかをみます。

概　　　　要

減価償却費及び支払利息が減少することから給水原価
は低下していきます。

（1日平均配水量÷1日配水能力）×100

施設の利用が有効かつ適切に行なわれているかをみま
す。

概　　　　要

老朽化が進むものの施設や管路を安定的に維持管理して
いくことにより、同程度の水準を維持していきます。

（年間総有収水量÷年間総配水量）×100

浄水場から配水された水量のうち、料金として徴収され
る水量の割合をみます。

概　　　　要

管路等の資産の老朽化が進むものの、きめ細やかな維持
管理に努めることなどにより、有収率の向上に継続的に
取り組み、現在の水準を維持していきます。
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❷ 資産（施設）の健全化
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①有形固定資産減価償却率（％）【↓】
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（有形固定資産減価償却累計額÷
有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価）×100

有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度
進んでいるかをみます。

概　　　　要

有形固定資産減価償却率は施設・管路の大規模な更新計
画を見込んでいないため上昇していきます。

管路更新は予定していないため０％となります。

（法定耐用年数を経過した管路延長÷管路延長）×100

法定耐用年数を超えた管路延長の割合をみます。

概　　　　要

管路経年化率は管路の大規模な更新を見込んでいない
ため上昇していきます。

（当該年度に更新した管路延長÷管路延長）×100

当該年度に更新した管路延長の割合をみます。

概　　　　要
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（４）総括（４）総括

　工業用水道事業の収益的収支は、収入面では、責任水量制を採用していることから、安定した営業

収益が見込まれることに加え、費用面でも減価償却費や企業債利息が減少していくことから、今後も、

黒字を維持していくことが見込まれます。

　また、施設の老朽化対策として、大規模な施設改修等は当面の間、実施せず、きめ細やかな維持修

繕を引き続き実施していくことから、新たな企業債の発行は予定していません。

　これらのことから、企業債残高は減少していきます。
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（１）公共下水道事業における投資・財政計画について（１）公共下水道事業における投投資・財政計画について

公共下水道事業3

ア．下水道使用料…総合計画で推計される今後の人口減少に計画期間内の水洗化率の目標値を見込

んだ有収水量、これまでの実績に基づいた使用料単価及び現行の料金体系を基

に算出しています。

イ．長期前受金戻入…平成27年度までに取得した資産の長期前受金戻入に、今後の建設改良等に伴い

発生する長期前受金戻入を各年度に加算し算出しています。

ウ．他会計補助金…雨水処理に要する経費（維持管理費）等については、総務省が定める繰出基準

により、一般会計補助金として計上しています。

ア．職 員 給 与 費…現在の職員数を維持することを前提として、給料、手当等は現行の水準にて算

定し、退職給付費は平成28年度見込額を基本として算出しています。

イ．動 　 力 　 費…直近５ヶ年の１㎥当たりの平均単価×各年度の有収水量として算出しています。

ウ．減 価 償 却 費…平成27年度までに取得した資産の減価償却費に今後の建設改良等に伴い発生す

る減価償却費を各年度に加算し算出しています。

エ．企 業 債 利 息…平成27年度までの既発債の支払利息に新規発行の支払利息（利率1.5％※）

を各年度に加算し算出しています。

ア．企 　 業 　 債…各年度の建設改良事業における委託料・工事請負費・補償費に相当する額を企

業債充当事業とし、国庫補助等の財源を除いた事業費に対して95％を企業債と

して充当することとして算出しています。

※償却資産の取得に伴い交付された補助金、一般会計負担金等については、「長期前受金」
として負債（繰延収益）に計上した上で、償却資産の減価償却に合わせて順次、「長期
前受金戻入」として収益化していくものです。

※利率については、過去10年間の平均的な数値を用いました。

❶ 収益的収入

❷ 収益的支出

❸ 資本的収入
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イ．出 　 資 　 金…雨水処理に要する経費（建設改良費）等については総務省が定める繰出基準に

より、一般会計出資金として計上しています。

ウ．国 庫 補 助 金…国土交通省所管の建設改良費に係る国庫補助金の支給要件を基に算出していま

す。

ア．建 設 改 良 費…第２次ビジョンに掲げる主要事業の事業費を基に、固定資産購入費、人件費な

どを反映し算出しています。

イ．企業債償還金…平成27年度までに借り入れた企業債の元金償還額に新規に発行した元金の償還

額（５年据置、30年償還）を各年度に加算し算出しています。

❹ 資本的支出

※１富山市では、市街化区域の「公共下水道事業」とそれ以外の区域の「特定環境保全公共下

水道事業」を「公共下水道事業」として運営しています。このため、それぞれの投資・財

政計画を合算して１つの投資・財政計画として作成しています。

※２浜黒崎浄化センターの改築については、現在、国において研究・開発中である施設のコン

パクト化等に関する新技術の動向や将来の水需要の減少に伴う処理水量などを見極めなが

ら、施設の規模や実施時期等について検討を進めることとしており、今回の投資・財政計

画には反映していません。
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❶ 経営の健全性・効率性
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③流動比率（％）【↑】

1000.0％

800.0％

600.0％

400.0％

200.0％

0.0％
H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

類似団体
（H26）
963.2%

④企業債残高対事業規模比率（％）【↓】

（経常収益÷経常費用）×100

使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管
理費や支払利息等の費用が賄われているかをみます。

概　　　　要

営業収益（下水道使用料）は年々減少し、維持管理費・減価償却
費などの営業費用は引き続き現状の水準で推移していくもの
の、支払利息が減少し支出も減少していくことから、単年度の
収支で黒字であることを示す100％を維持していきます。

（当年度未処理欠損金÷
（営業収益－受託工事収益））×100

営業収益に対する累積欠損金の状況をみます。

概　　　　要

毎年の収支は黒字であることから、計画期間内において
累積欠損金は発生しません。

（流動資産÷流動負債）×100

短期的な債務に対する支払能力をみます。

概　　　　要

下水道使用料は減少するものの企業債の新規発行を抑制
することにより、企業債残高が減少し、毎年度の償還額が
軽減されることから、流動比率は上昇していきます。

（（企業債現在高－一般会計負担額）÷
（営業収益－受託工事収益－雨水処理負担金））×100

使用料収入に対する企業債残高の割合をみます。

概　　　　要

下水道使用料は減少するものの企業債の新規発行を抑
制することにより、企業債残高が減少していくことから、
企業債残高対事業規模比率は年々低下していきます。

（３）投資・財政計画における経営指標の推移
●図中の【↑】は高い数値であることが望ましい指標、【↓】は低い数値であることが望ましい指標を示しています。

●類似団体の指標は、「公共下水道事業」を実施している類似団体の平均値を示しています。

（３）投資・財政計画における経経営指標の推移
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⑤経費回収率（％）【↑】

200.0

160.0

120.0

80.0

40.0

0.0
H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

類似団体
（H26）
¥162.9

⑥汚水処理原価（円）【↓】
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⑦施設利用率（％）【↑】
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⑧水洗化率（％）【↑】

（下水道使用料÷汚水処理費
（公費負担分を除く））×100

汚水処理に要した費用に対し、どの程度使用料で賄われ
ているのかをみます。

概　　　　要

料金体系を維持することから供給単価は同水準で維持し
ていくものの、営業費用は引き続き現状の水準で推移す
ることから水需要の減少に伴い汚水処理単価は上昇し、
経費回収率は低下していきます。

（汚水処理費（公費負担分を除く）
÷年間総有収水量）×100

有収水量１㎥あたりについて、どれだけ汚水処理に要し
た費用がかかるのかをみます。

概　　　　要

汚水処理に係る費用は引き続き現状の水準で推移し、水
需要の減少に伴い年間有収水量が減少することから上
昇していきます。

（晴天時１日平均処理水量÷
晴天時現在処理能力）×100

施設の利用が有効かつ適切に行なわれているかをみま
す。

概　　　　要

人口減少に伴い今後も処理水量は減少していくことか
ら、施設利用率は低下していきます。また、雨水を除く汚
水のみの利用率となることから利用率は相対的に低くな
ります。

（現在水洗便所設置済人口÷
現在処理区域人口）×100

現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して
公共下水道で汚水を処理している人口の割合をみます。

概　　　　要

下水道の普及促進に努め水洗化人口を増やすこととし、
水洗化率はやや上昇していきます。
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❷ 資産（施設）の健全化
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②管渠老朽化率（％）【↓】
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①有形固定資産減価償却率（％）【↓】
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③管渠改善率（％）【↑】

（有形固定資産減価償却累計額÷
有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価）×100

有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度
進んでいるかをみます。

概　　　　要

計画的な管渠・基幹施設の更新・改築を実施するものの、
高度成長時代に整備・拡充された資産等の老朽化が進ん
でいることから、有形固定資産減価償却率は、上昇してい
きます。

対策が必要とされた管渠から優先して更新を実施するこ
ととし、管路更新率は２％程度で推移します。

（法定耐用年数を経過した管渠延長÷
下水道布設延長）×100

法定耐用年数を超えた管渠延長の割合をみます。

概　　　　要

計画的に管渠の更新を進めていきますが、高度成長時代
に整備・拡充された管渠の老朽化が進んでいることか
ら、年々上昇していきます。

（当該年度に改善した管渠延
÷下水道布設延長）×100

当該年度に改善（更新・改良・維持）した管渠延長の割合を
みます。

概　　　　要
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（４）総括（４）総括

　下水道使用料は、毎年0.3％～0.6％程度の減少を見込んでいますが、平成28年度をもって施設の面

的整備が概ね完了することから、企業債の発行額は、第２次ビジョンの計画期間以前に比べ、相対的

に低い水準で推移し、企業債残高は着実に減少していきます。

　第１次ビジョンの計画期間中に実施した繰上償還は、第２次ビジョンの計画期間においても、

510百万円の企業債利息の削減効果が見込まれ、財政基盤の強化に大きく寄与しています。

　これらのことにより、公共下水道事業会計の収益的収支は、今後も安定的に黒字を維持していくこ

とが見込まれます。
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　流杉浄水場は、15.3万㎥ /日の浄水能力を持つ施設ですが、このうち、第１期事業として10万㎥ /日

に相当する施設を改築し、平成21年度から供用開始しています。

　残る5.3万㎥ /日の施設は、昭和50年に供用開始しており、これまで計画的な修繕や改良工事等を

実施し延命化を図ってきましたが、老朽化が進んでいることから、今後、第２期事業として施設の改

築については、将来の水需要の動向を見極めながら、適正な施設規模や改築時期について検討を進め

ます。

　朝日及び流杉工業用水道は、これまで計画的な修繕や改良工事等を実施し延命化を図ってきました。

　しかし、沈殿池等の浄水施設や管路等の老朽化が進んでいることから、大規模な改築等について、

検討していくことが必要です。

　このため、ユーザー企業に対して、将来の水利用計画や企業の設備投資計画等の意向を確認し、必

要となる費用負担のあり方について、協議を進めるとともに、水源（朝日、流杉）の水質及び水量の

状況を踏まえ、改築等の計画策定について検討を進めます。

　流杉浄水場や浜黒崎浄化センター等の重要施設については、老朽化による不具合の発生を未然に防

ぐ予防保全の観点から、各種の機械・設備類を計画的に更新することなどにより、機能を維持してい

くこととしており、第２次ビジョンの期間内は、大規模な施設の改築・更新を予定しておりません。

　しかし、大規模な施設の改築等については、将来の水需要に対応した施設規模の把握や、必要とな

る敷地の確保、現在開発中の新技術の導入、料金改定も視野に入れた財政計画の策定等、様々な分野

における調査・検討が必要であるため、一定の期間が必要となります。

　このことから、大規模な施設の改築等については、第２次ビジョンの前期において、計画の概要を

取りまとめていくこととしています。

　なお、施設の改築等にあたっては、次世代の負担を考慮し、国の補助制度の活用、事業費の抑制、

新たな収入の確保などにより、企業債の借入額を抑制するとともに、建設改良積立金を積み増すため、

料金等を段階的に引き上げていくことなども検討していきます。

※参考

各会計における重要施設の改築・更新についての考え方
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　浜黒崎浄化センターは、昭和54年の供用開始から38年が経過していますが、当分の間は、予防保全

型の修繕等を実施し、施設の機能を維持します。

　一方、現在、国においては、省エネルギーやコンパクト化等の新技術の研究・開発を進めており、将来、

浄化センターの改築等を実施する際には、これらの研究の成果を導入することが必要となります。

　このことから、第２次ビジョンの期間内は、新技術の動向を見極めることとし、また、改築等に必

要となる用地については、現在の敷地を最大限に活用する手法を基本に、調査・研究し検討を進めます。


